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電気通信紛争処理委員会（第２０７回） 

 

１ 日時 

令和2年11月20日（金）11時00分から12時00分 

 

２ 場所 

Web会議による開催 

 

３ 出席者（敬称略） 

(1)委員 

    田村 幸一（委員長）、荒川 薫（委員長代理）、小野 武美、小塚 荘一郎、 

三尾 美枝子（以上5名） 

(2)特別委員 

    青柳 由香、荒井 耕、杉山 悦子、矢入 郁子、葭葉 裕子（以上5名） 

(3)総務省総合通信基盤局料金サービス課 

     企画官 大内 康次 

(4)事務局 

    事務局長 吉田 博史、参事官 和久屋 聡、紛争処理調査官 武藤 聖、 

    上席調査専門官 茅野 民夫、上席調査専門官 岩崎 未希子 

 

４ 議題 

(1)モバイル市場に関する最近の政策動向【公開】 

   (2)電気通信紛争処理マニュアルの改訂【公開】 

 

５ 審議内容 

(1)開会【公開】 

【田村委員長】  委員長の田村です。よろしくお願いします。それでは、第２０７回電

気通信紛争処理委員会を開催いたします。皆様には、御多用中のところ、御出席いただき

まして、ありがとうございます。今回も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Ｗｅｂ

会議システムによる開催とさせていただいております。 
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 本日は、委員５名が出席されておりますので、定足数を満たしております。また、特別

委員の方にも出席をいただいております。 

 なお、Ｗｅｂ会議となりますので、皆様におかれましては、マイクとカメラにつきまし

て、通常はオフにしていただきまして、御発言の際にオンにして、お名前をおっしゃった

上で御発言をお願いしたいと思います。御発言を希望の際には、Ｗｅｂ会議システムのチ

ャット機能で「発言希望」とお知らせいただきますと、順次指名させていただきます。も

ちろん、口頭でお知らせいただいても結構です。 

 それから、傍聴につきましては、Ｗｅｂ会議システムでは、画面上確認いただけません

が、音声のみお聞きいただいております。 

(2)議題１：モバイル市場に関する最近の政策動向【公開】 

【田村委員長】  それでは、議事に入らせていただきます。本日は公開の議事となって

おります。 

 最初に議題１でありますが、「モバイル市場に関する最近の政策動向」につきまして、総

合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課の大内企画官から御説明をお願いしたいと思

います。本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

【大内企画官】  御紹介いただきました総務省料金サービス課、大内でございます。 

 御手元の資料２０７－１、「モバイル市場に関する最近の政策動向」に基づきまして、御

説明をさしあげたいと思います。時間が３０分と限られていると承知しておりますので、

駆け足になりますが、御不明な点は、後ほど、質問という形でお受けさせていただければ

と考えております。 

 おめくりいただきまして、まず（１）モバイル市場の現状とこれまでの取組ということ

で、御案内の内容も多いかと思いますが、おさらい的に、簡単にこれまでの経緯を触れさ

せていただきます。 

 おめくりいただきまして、右肩２ページでございます。現在のモバイル市場の競争状況

ということでございます。どのように切り取るかというのは幾つかあるかと思いますが、

ＭＮＯとＭＶＮＯを中心とした競争環境として見た場合、左側にございますが、自ら回線

を設置してサービスを提供しているＭＮＯ４社のシェアが９割近くとなっておりまして、

右側にございますが、ＭＮＯからネットワークの貸出しを受けて、その上でサービスを提

供しているＭＶＮＯが１割を超えるシェアを持っている形で、ＭＮＯ間、またはＭＮＯと
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ＭＶＮＯ間の競争が現在進んでいる状況でございます。 

 資料上は、ＭＶＮＯがネットワークの貸出しに際して支払う料金を卸料金のみと書いて

おりますが、これは実際には、例えば中継用の設備等を自ら設置して接続という形で接続

料を支払うこともございますので、卸と接続という２つの形がある点は訂正を申し上げた

いと思いますし、この点が後ほど論点になってこようかと考えているところでございます。 

 右肩３ページ目にお進みください。これは、総務省で毎年発表してございます内外価格

差調査というものでございます。東京を含めた世界の主要６都市で料金を比較したもので

ございまして、これも様々な分析、見方はあるかと思いますが、データ容量の月額の上限

で見た場合、左側から、大体、月２ギガバイト程度であれば、東京はそれほど遜色ない料

金水準に下がってきてはおりますが、右に進むにつれまして、いわゆる大容量と言われる

データ容量、月２０ギガバイトまで行きますと、東京はニューヨークと並んで、国際水準

に照らして、どちらかというと高水準と言われてございまして、こういったことを踏まえ

て、携帯料金が高いというような形で指摘されることも多いのかなと考えているところで

ございます。 

 進んでいただきまして、右肩４ページでございます。先ほど少し申し上げましたＭＶＮ

Ｏの状況でございますが、現在、ＭＶＮＯサービスの契約数は全体で２,５００万、ＳＩＭ

カードのみというエリアもございますので、１,５００万超ということで、全体としては伸

びておりますが、四角囲い２ポツにございますが、直近１年間で見ますと、ＭＮＯがサブ

ブランド等を通じて非常に多角的なサービス展開をしていることもあってか、ＭＮＯの純

増率がＭＶＮＯを上回っているということで、こういった状況も踏まえた今後の競争政策

を考える必要があるのかなと考えているところでございます。 

 右肩５ページにお進みください。最近の取組の経緯ということでございますが、主に政

策的な動きを緑枠で、事業者側の動きをピンクで表示してございますが、以下、各社の動

きを御紹介したいため、主にピンク色の部分を拾って見ていただきますと、昨年、携帯各

社が改正電気通信事業法を踏まえまして、新料金プランという形で幾つか安いプランを提

供することもございましたし、その後、様々な政策的な取組や市場環境等を踏まえ、今年

に入りまして、楽天モバイルがＭＮＯとして新規に参入してきたということもございまし

た。かつ、１つの料金プランで、国内通話が自社ネットワークに関しては無制限というこ

とで、こういった形で新たなサービスを展開することによって、競争環境も変わりつつあ

るのかなと考えているところでございます。 
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 右肩６ページにお進みください。こういったことを踏まえまして、５ギガプランでの比

較になるわけでございますが、各社、先ほど申し上げました新プランを導入したという昨

年の動きを踏まえまして、直近の今年１０月時点で、期間拘束のないプランにおいて、昨

年の４月と比べて最大で３割程度の値下げが実現しているところでございますが、いまだ

５,０００円を超えるような料金水準でございます。これに対しまして、楽天モバイルにつ

いては、先ほど申し上げましたネットワークの制約はありつつも、月額としては

３,０００円を切る形で料金設定がなされているところでございます。 

 続きまして、お進みいただいて、７ページでございます。ＫＤＤＩ及びソフトバンクの

新しい料金プランと書いておりますが、これは非常に最近の動きでございまして、昨今、

携帯料金の低廉化に向けた期待が様々な形で表明されている中で、それぞれ、ＫＤＤＩ及

びソフトバンクが自社のサブブランドにおいて新しく２０ギガバイトという、いわゆる大

容量の領域において、これまでと比べると低廉なプランを提供するということで、公表し

てございます。実際の提供開始時期は、諸準備を踏まえて、本年１２月下旬または来年２月

以降となってございますし、また、ここにはないですけれども、ＮＴＴドコモについても

準備が整い次第、何らかの形で料金については工夫したいと社長が会見で述べていると承

知しているところでございます。 

 右肩８ページへお進みください。我々のほうでよく用いている図でございますけれども、

これで何を表現したいかというと、左側の低・中容量プランという領域と右側の大容量プ

ランという領域、先ほど申し上げましたとおり、大体２０ギガバイト未満か以上かという

形で大ざっぱには分けてございます。一般的な傾向として申し上げますと、左側の低・中

容量プランにおいては、当然ながら、ＭＮＯのメインブランドがその他に比べれば高い料

金水準とはなっておりますが、その下のサブブランド、もしくはＭＶＮＯによって、

３,０００円台を中心として比較的低廉な料金プランが多く設定されていることもあり、

利用者から見れば、多様な料金プランの中から自分のニーズに合ったサービスを選びやす

い環境になっていると言えるかなと思ってございます。 

 それに引換えまして、右側の大容量プランにつきましては、どうしてもＭＮＯの、さら

にメインブランドによる提供が中心となっておりまして、それが大体７,０００円、

８,０００円台ということで非常に上のほうにございまして、それに対して、その他の選択

肢ということでいいますと、先ほど申し上げた楽天の２,９８０円というものがあります

けれども、繰り返しになりますが、まだ基地局の整備が途上ということもございまして、
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無制限で使えるのは自社回線エリアのみという状況になっているところでございます。 

 こういった状況の中で、大容量プランの領域において、どのように低廉で多様な料金プ

ランが提供されるのかという点が非常に注目されていたわけですけれども、先ほど申し上

げたＵＱやワイモバイルの新たな料金プランというのは、ある意味、間隙をつく形で、大

体５,０００円台で新たな料金プランとして選択肢が提示されていると一般的には言える

のかなと考えているところでございます。 

 続きまして、右肩９ページでございますけれども、今後、総務省として、こういった市

場環境を踏まえまして、さらなる公正競争環境の整備を通じて、低廉で多様なサービスを

実現するという観点から、最近、新たな取組を幾つか始めることにしておりまして、それ

をアクション・プランという形で取りまとめてございますので、その取組を中心に御説明

したいと思います。 

 右肩１０ページにお進みください。「競争ルールの検証に関する報告書２０２０」と書い

てございます。これは後ほど詳しく申し上げますが、四角囲いにございますけれども、昨

年１０月に施行いたしました改正電気通信事業法の施行後１年間というものを一つのきっ

かけといたしまして、現状、モバイル市場がどうなっているのかということを評価・検証

した上で、今後、競争促進のためにどういったことができるかということで、競争ルール

の検証に関するワーキンググループで御検討いただき、先月、取りまとめをさせていただ

いたものでございます。 

 下に報告書の主な内容を概要として書いておりますが、左側の青い枠の中に書いている

のは、現状、市場がどうなっているかということを書いているものでございます。そのよ

うな状況も踏まえまして、右側に書いておりますが、モバイル市場及び固定通信市場にお

いて、それぞれ、どういった政策上の課題があるのかということを検証いただいたという

内容になってございます。 

 この検証自体は、御覧いただいているとおり、様々な論点をはらんでいるものではあり

ますけれども、報道等で取り上げられることが比較的多かったのは、２ポツの（１）にご

ざいますが、携帯電話の乗換えの際の番号ポータビリティーの利用環境をさらに改善する

という観点から、これまで各社、３,０００円かかっていた手数料を引き下げることによっ

て原則ゼロ円にするということでございます。また、過度な引き止め行為を禁止するとい

った方向性をお示しいただいたのは比較的注目された取組であったかなと思います。もち

ろん、その他の取組も幾つかございましたけれども、こういった内容の報告書が既に出て
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いるところでございます。 

 こういった報告書の内容、または、そこで積み残しになっていた課題、さらには、最近

の様々な市場環境の変化、こういったことを踏まえまして、さらに公正競争を確保するた

めに、一歩進んで踏み込んだ取組をすべきであろうと考えて総務省で公表したものが、次

の右肩１１ページにございますけれども、「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向け

たアクション・プラン」と呼ばれるものでございます。１０月２７日に公表したものでご

ざいますけれども、これは非常に多岐にわたる政策をパッケージとしてまとめたものでご

ざいまして、これ以降、個別の施策について、それぞれ触れさせていただきたいと思いま

す。 

 ここでは簡単に、２ポツの具体的な取組にございますけれども、大きく３つの柱を掲げ

ているということだけ御紹介させていただきたいと思います。まず第１の柱でございます

けれども、利用者の方が納得して分かりやすい料金サービスを選択できる環境をつくるこ

とが重要であるというものでございます。そういった考え方の下で、関連する取組を右側

に書かせていただいているものでございます。 

 第２の柱でございますけれども、事業者間の公正な競争の促進ということでございまし

て、先ほど来申し上げておりますが、ＭＶＮＯがより一層活性化されて多様な競争軸を提

示していただくこと、また、ＭＮＯ間においても公正な競争環境を整備していくことが重

要であるという考え方の下で、具体的な取組を並べたものでございます。 

 第３の柱でございますけれども、これは事業者間の乗換えの円滑化ということでござい

まして、第１の柱、第２の柱で競争が進んで、多様な料金プラン、またはサービスが出て

きたとしても、利用者の方が自由にそれを選べる、乗り換えられるという環境がなければ、

それはある意味、絵に描いた餅になってしまうと思いますので、これまでも様々な取組を

なされてまいりましたけれども、それをさらに一歩進めるという観点から、様々な、今後

取り組むべき課題を並べたものでございまして、項目としては、この部分が一番多くなっ

ているものでございます。今後取り組むべき検討課題も非常に多く含まれているものでご

ざいます。 

 ３ポツで、今後の進め方でございますけれども、今後、こういったことを進めていく上

で、公正取引委員会や消費者庁、関連する省庁ともしっかり連携するとともに、今後の電

波の割当ての際に、こういった様々な公正競争上の取組を実際にやっているかを審査いた

しまして、それを、今後、例えば割当ての条件等の際にしっかりと検証していくことが新
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たに盛り込まれているところでございます。こういったことを今後進めていくということ

で、電波政策とも連携しながら、この競争促進を一層図っていくといった内容になってい

るものでございます。 

 以下、個別の施策について、簡単ではございますけれども、説明させていただきます。 

 右肩１２ページでございますが、電気通信事業法の一部を改正する法律、これも御案内

の方も多いかと思いますが、先ほどのアクション・プランでいいますと、第１の柱に当た

るものでございます。これは昨年の事業法改正によりまして、左側にございますけれども、

大きく言って２つの大きな柱があったわけでございます。１つ目は通信料金と端末代金の

完全分離でございまして、例えば通信役務の締結を条件とする形で端末代金の値引きが過

剰に行われることによって、通信料金のみによる公正な競争や比較というものがしにくく

なっているのではないかという問題意識の下で、しっかりと通信料金と端末代金を分離す

ることによって、それぞれの競争を公正に働かせようといった考え方の下で法的な措置を

講じたものでございます。 

 また、左側の②でございますけれども、行き過ぎた囲い込みの是正ということで、これ

は、例えば不当に引き止める、契約をなかなか解除できない、といった形で乗換えを抑止

するような取組がなされているのではないかという問題意識の下で、契約の解除を不当に

妨げるような提供条件を約することについて、電気通信事業者に対して禁止するといった

措置でございます。これに伴いまして、右側にございますが、例えば過剰な値引き・キャ

ッシュバックの禁止や、いわゆる４年縛り、または高い違約金といったものをどんどん禁

止するといったことで具体的な禁止行為の中身を定めたものでございまして、アクション・

プランの中でも、こういった改正事業法がしっかりと施行されているかどうかをフォロー

し、場合によっては、適正に法執行をしていくことが必要であると述べられているところ

でございます。 

 続きまして、右肩１３ページ目でございます。いわゆる頭金と言われるものでございま

すけれども、この頭金問題につきましては、去る１１月１０日に総務省及び消費者庁の連

名におきまして、携帯電話業界においては頭金という表示が、他業界と異なる形で用いら

れているので注意しましょうという形で注意喚起をさせていただいているものでございま

す。 

 これはどういうことかというと、１４ページにお進みいただきまして、実際には様々な

用いられ方がありますが、あくまで一般論として申し上げますと、一般的な頭金と携帯電
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話業界における頭金というものが、実は違った形で用いられておりまして、全体で支払う

額のうち一部を最初に支払うという意味では共通しているのですけれども、通常、一般的

な頭金の例で言いますと、左側にございますけれども、頭金を払えば払うほど割賦代がそ

の分、将来にわたって減っていくことを利用者が一般的に期待しながら払うわけでござい

ますけれども、携帯電話業界の場合には、頭金が幾らであってもといいますか、これは代

理店によって設定されているわけでございますけれども、たとえこれが多くても、もしく

はゼロであっても、割賦払いの額というのはそれにかかわらず発生するということが業界

の慣行としてございまして、こういったことについて必ずしも十分な理解がないままに、

例えば右側にございますが、頭金ゼロ円だということで契約をすると。それで、後から、

割賦が減るのかなと思ったら、そうではなかったといったような誤認や、それに基づく契

約が行われていないかどうかについてよく検証し、問題があれば是正を図っていくことも

必要ではないかという問題意識で掲げさせていただいているものでございます。 

 続きまして、右肩１５ページでございますけれども、消費者の一層の理解促進・不適正

事案の早期発見ということでございまして、これは、これまでも総務本省、または総合通

信局に、様々な形で、不正な、利用者から十分な理解がないのではないか、不適当な販売

が行われているのではないかといった形で情報提供をいただいて、それに対して、我々か

ら正しい情報をお伝えしたり、もしくは、問題を是正したりといったことは行ってきたわ

けでございますけれども、これを一層進めることによって消費者の方の理解促進をし、競

争を一層活性化するという観点から、今後、総務省で、そういった乗換えの際に必要とな

る情報や、公正競争を一層促進していく上で、利用者の方々に分かっていただきたいルー

ルの内容、こういったものについて分かりやすく解説したポータルサイトを構築すること

を想定してございまして、これを御覧いただくことによって、専門知識のない利用者の方々

であっても、ニーズに合ったサービスを容易に選択できるようにするといったことを総務

省でも進めていきたいと考えているところでございます。 

 続きまして、右肩１６ページでございますけれども、中古端末を含めた端末流通市場の

活性化ということでございます。上の四角囲いにございますけれども、通信料金と端末代

金の完全分離が今回の改正法で導入されてございますので、ある意味、端末代金のみによ

ってしっかり競争が働くといいますか、端末代金による競争、比較というものが今後なさ

れていくということでございます。 

 これによって、従来に比べて中位の価格帯の端末なども出てきていて、端末市場自体が
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活性化してきているわけでございますけれども、この端末の流通を一層多様化するという

観点から、中古端末の流通をより一層促進していく必要があるだろうと考えているところ

でございます。そうしますと、どうしても一般の利用者の方からすると、中古端末だと安

心して使えるのだろうか、安全に流通しているのだろうか、バッテリーはもつだろうかな

ど、いろいろな形で不安をお持ちの方もあるかと思いますので、こういった不安に応える

観点から、民間事業者団体による認証制度のようなものが、今、できておりますので、こ

の取組を我々で支援させていただく、もしくは、中古端末についてもＳＩＭロック解除を

することによって、しっかり乗換えができる環境を整備するといった形で我々のほうで環

境整備をすることによって、中古を含めた端末市場も活性化していきたいと考えていると

ころでございます。 

 続きまして、１７ページでございます。非常に駆け足で恐縮ですけれども、ここ以降は、

先ほどのアクション・プランでいいますと２番目の柱でございますが、事業者間の公正な

競争環境を確保するといった柱の下にぶら下がっている施策でございますけれども、まず

１つ目は、データ接続料の低廉化に向けた取組でございます。先ほど申し上げましたとお

り、ＭＶＮＯは、自社のモバイルサービスを提供するに当たって、ＭＮＯから回線を借り

受けて、それを自らのサービスに用いているわけですけれども、その際、ＭＮＯに支払う

データ接続料は、例えば高過ぎたり、もしくは予見可能性がなかったりしますと、ＭＶＮ

Ｏが非常に魅力ある料金プランを提供することが難しいという考え方の下、今年度、

２０２０年度から、将来の原価を用いてデータ接続料を設定するという形で、当然ながら

接続料というのはずっと下がってきていますので、将来原価方式を入れることによって、

より一層予見可能性を高め、さらに、低廉な料金で貸出しを受けることができるといった

ルールを導入してございます。 

 これは今年度から導入しているわけでございますけれども、より一層適正性を確保する

という観点から、上の四角囲いの①から③に書いてございますけれども、様々な工夫をし

ているところでございまして、こういった内容については、接続料の算定に関する研究会

でこれまでも議論され、報告書等で提言がまとめられ、それを順次実現に移していく段階

でございます。 

 幾つかございますけれども、例えば③を御覧いただきますと、ＭＶＮＯにおける予見性

確保のため、合理的な予測に基づく将来減価方式を算定するということで、ＭＶＮＯが将

来、今後３年間にわたって幾ら払えばいいのか、それが本当に原価に基づいた適正な料金
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水準になっているのかということを予測することが大事だと我々としても考えてございま

すので、この将来原価方式というものを実際に運用するに当たっても、ＭＮＯの方に、算

定に必要となるデータをしっかりと出していただく、情報を開示していただくといったこ

とが大事だろうということで、関連するルール整備も、我々が並行して進めているところ

でございます。 

 こういったことによりまして、そのグラフに書いてございますが、各社、それぞれ違う

わけでございますけれども、今後、２０２０年以降、３年間で、現在、つまり２０１９年

度と比較して、データ接続料は約半分ぐらいに低廉化するのではないかと考えているとこ

ろでございまして、これによって、一層、ＭＶＮＯが競争力のあるサービスを提供するこ

とができるようになるのではないかということで、期待しているところでございます。 

 続きまして、右肩１８ページへお進みください。これはもう委員会で取り扱っていただ

きましたので、言わずもがなでございますけれども、音声卸料金の適正化に向けた取組で

ございます。 

 御案内のとおり、音声通信につきましては、現状、接続メニューが用意されてございま

せんので、ＭＶＮＯとしては、ＭＮＯから卸を受けるしかないわけでございますけれども、

これについては、長年の間、基本料６６６円、また、通信料についても３０秒１４円とい

うことで、ずっと一定の料額が設定されてございました。実際には、コストに基づく予測

によると、もう少し低廉化してもいいのではないだろうかということで日本通信から大臣

裁定がありまして、その結果、紛争処理委員会でしっかり御審議いただいて、答申をいた

だいた結果、現在、この裁定に基づく卸料金の適正化に向けた事業者間協議が進められて

いるところでございます。我々で、しっかり、この状況をフォローさせていただいて、音

声市場におけるＭＶＮＯの一層の活性化につなげていきたいと考えているところでござい

ます。 

 １９ページは、接続又は卸についてのルール整備に関して検討してございます接続料算

定研究会の第四次報告書の内容でございますので、説明を割愛させていただきます。 

 右肩２０ページへお進みください。先ほど申し上げた研究会でガイドラインを定めてい

ただきまして、現在、このガイドラインに基づいて卸料金の低廉化に向けた検証作業を行

っている段階でございます。この内容も既に御案内のこともあろうかと思いますけれども、

卸サービスについて、検証ステップ①と書いてございますけれども、しっかり接続が代替

できるメニューとして存在するかどうかということをまずは検証した上で、その後、接続
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が、ある意味アンカーとして働いていないということであれば、その下にまいりますけれ

ども、代替性が不十分な場合であっても、しっかり卸料金が適正に設定されているかどう

かということについて総務省で検証するということがガイドライン上、定めてられている

ところでございまして、この第四次報告書においては、それぞれ重点的な検証の対象とし

て、モバイル音声卸、また、その他の検証として光サービス卸を検証対象として挙げてい

ただきましたので、それぞれ、総務省において、適正な料金設定がなされているかという

検証を現在行っているところでございます。 

 続きまして、２１ページにお進みください。これは今後、ＭＮＯ間でしっかりと競争を

進めていただく中で、どうしても後発のＭＮＯの方は、例えば条件不利地域等で基地局を

整備することが非常に難しいということであったり、また、５Ｇ時代になりますと、基地

局当たりの届く距離が非常に短いということで、より稠密に基地局を設置する上で、例え

ばアンテナの共用や、基地局の共同設置といったことも大事になってくると考えていると

ころでございます。 

 こういった、いわゆるインフラシェアリングにつきましては、我々も、インフラシェア

リングをする上で電気通信事業法及び電波法上の適用関係が不明確であることによって、

そういった取組が抑制されることがないように、しっかりと適用関係を明確にしたガイド

ラインを事前に定めているところでございまして、こういったガイドラインも参照してい

ただきながら、必要に応じてではございますけれども、ＭＮＯ間で競争すべきところは競

争していただいて、協力していただくところは協力していただくといった環境の下で、し

っかり、公正な競争を進めていただくことを期待しているところでございまして、総務省

としてもフォローアップをしてまいりたいと考えているところでございます。 

 続きまして、大変駆け足で恐縮ですけれども、２２ページ目でございます。以降、アク

ション・プランの３番目の柱でございますが、乗換えの円滑化に関する取組を御紹介いた

します。 

 まず、番号持ち運び制度、ＭＮＰでございます。これにつきましては、ＭＮＰを導入し

て随分たっておりますけれども、それ以降、課題が幾つか掲げられているところでござい

まして、課題①でいいますと、ＭＮＰの際の手数料がずっと３,０００円だったというのを

今回の競争ルールのワーキングのほうで検討していただいて、ゼロ円に引き下げるといっ

た取組を行ったりですとか、もしくは、課題②に掲げてございますけれども、過度な引き

止めがあるということです。移ろうとすると、「何々ポイントを差し上げますので、残って
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ください」など、そういった形で引き止め行為があるのではないかということで、そのよ

うな引き止め行為はやめてくださいといった形です。または、オンラインでの受付が８時

に終わってしまうということで、オンラインならば２４時間できるでしょうということで

２４時間化するなど、様々な形でＭＮＰを利用しやすい環境というのは、これまでも整備

してきたところでございます。 

 では、現在残っている課題は何かということで、右肩２３ページにお進みいただきます

と、これも、まだこれから議論する内容ではありますけれども、いわゆるツーストップ方

式とワンストップ方式と言われているものがございます。現状は、左側でございます。Ａ

社からＢ社に移ろうとすると、まず、Ａ社に、「私、移りたいです」と言って手続をして、

予約番号をもらって、それを持ってＢ社に行くと、「分かりました」と言って移転ができる

という仕組みになっているわけでございますけれども、この仕組み自体は、既にこれに基

づいてシステムとかが構築されていて、それ自体、動いているわけでございますけれども、

これについては、どうしてもこういった仕組み上、Ａ社からすると引き止めをしやすいと

いいますか、引き止めに対する誘因が働くといった課題が指摘されているところでござい

ます。 

 こういったことを踏まえまして、右側でございますけれども、Ａ社ではなくて、もう一

気にＢ社に、「私は移りたい」と言えば、そのまま移転できてしまうというワンストップ方

式という考え方もあるのではないかということが指摘されてございまして、こういったこ

とが実現できるのか。その際には、当然ながら、システム改修上のコストの問題や、様々

な課題があるかと思いますので、こういった点については、今後、課題を検証していく中

で実現可能性について検討していくことが求められているものでございます。 

 続きまして、右肩２４ページ、ＳＩＭロックでございます。これも御案内かと思います

けれども、現状、大手の携帯電話事業者は自社が販売する端末にＳＩＭロックをかけてご

ざいまして、これによって、利用者の方が別のキャリアに乗り換える際、最初のＳＩＭロ

ックがかかった状況では、そのまま次の、別の携帯事業者のサービスを受けることはでき

ないという仕組みになっているものでございます。これは、もともとは、例えば工場から

出荷して、実際にお客様の手元に届くまでの盗難防止のためやいわゆる持ち逃げみたいな

ものを防ぐための、そういった合理的な理由があるとされていたものでございますけれど

も、とはいえ、そういった必要性を超えてＳＩＭロックがかかることによって、過度な引

き止めの効果を生んでいるのではないかといった課題が指摘されているのも事実でござい
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ます。 

 ＳＩＭロックにつきましては、これまでも総務省で、様々な解除を促進する取組を行っ

てございまして、右肩２５ページでございますけれども、これまでの実績でいいますと、

四半期当たり２３％増ということで、着実に伸びてきているという状況ではございます。 

 その上で、右肩２６ページでございますけれども、ＳＩＭロック解除に関するルール及

び各社の取組ということで、これは現状、ルールと、それに基づく取組はどうなっている

かということを述べてございます。左側でございますけれども、ＳＩＭロック解除に関す

るルールということで、現状、端末を購入された際に、例えば一括で、前払いで全部お支

払いいただいたり、もしくは、分割であっても、例えばクレジットカード等で信用確認措

置が行われた後では、これも、もはやＳＩＭロックをかける意義はないだろうということ

で、解除した端末を引き渡すことがルール化されているものでございます。分割の際には

どれぐらいかというと、購入から１００日以内であれば、そういった信用確認措置を行っ

た後、いつでも解除できるようにするといったことがルール上は決まっているものでござ

いまして、こういったことを踏まえて、各社、解除に向けた取組をしていただいている状

況でございます。 

 ただ、右側を御覧いただきますと、購入時の対応が微妙に異なってございまして、ＮＴ

Ｔドコモについては、端末購入者から解除したいという申出がなくても、最初からＳＩＭ

ロックが解除された状態の端末を渡す取組を実施していただいてございますが、ＫＤＤＩ

とソフトバンクについては、あくまで、端末購入者から解除したいという申出があって、

それに応じて解除する取組を実施しているという形で、事業者ごとに対応が異なってござ

いまして、こういったことがＳＩＭロック解除に与える影響や、もしくは、その課題とい

ったものについて今後検証した上で、ＳＩＭロック解除のさらなる促進に向けた取組が進

まないかということを、今後検討していく必要があるというものでございます。 

 右肩２７ページ、ｅＳＩＭの促進でございます。ｅＳＩＭについては御案内の方もおら

れるかと思いますが、組み込み型のＳＩＭでございまして、絵で御説明したほうがいいか

と思いますが、まず、現状、左側のｅＳＩＭに非対応した、いわゆるカード型のＳＩＭの

場合は、カード型のＳＩＭを差し込む形で携帯キャリアを認識するといいますか、契約が

アクティベートされる端末については、Ａ社からＢ社に乗換えを希望する場合には、Ｂ社

から郵送される、もしくは手渡されたＳＩＭカードを新たに入手して、利用者の方に差し

込んでいただく必要があるというものでございます。これがｅＳＩＭになりますと、どう
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なるかということですけれども、ＳＩＭカードの中にはハードとソフトの部分がございま

して、ハードの部分、基盤の部分を最初から端末の中に埋め込んでしまうという、ｅｍｂ

ｅｄの略の「ｅ」なんですけれども、ｅＳＩＭに対応した端末を、もし手に入れていただ

きますと、右側の将来像にございますが、Ａ社からＢ社に移った場合にプロファイル情報、

ソフトの部分になりますけれども、そのＳＩＭに乗っかっている、例えば契約者情報や番

号など、こういった情報がオンラインで書換えができることになりますので、利用者にと

ってみれば、乗換えの際にＳＩＭをいちいち差し換えなくてもいいということになります。

ｅＳＩＭ上の情報をオンラインでやり取りして書き換えればよいといったことになります

ので、乗換えが円滑化されたり、もしくは、海外に出かけて行かれる方、また、訪日外国

人の方が、例えば空港で行列をつくってＳＩＭカードを買ったりする必要がなくなるので

はないだろうかということでございます。それによって乗換えが促進されるのではないか

といったことが指摘されているものでございます。 

 ただ、現状は、国内のＭＮＯ３社についてはスマートフォン向けのｅＳＩＭを提供して

ございません。様々なセキュリティー上の課題があるとの指摘もございますので、今後、

我が国において、ＭＮＯがスマホにｅＳＩＭを導入してＭＶＮＯ向けに機能を開放するこ

とが期待されているわけでございますけれども、こういったことに伴う課題をしっかり検

証していく必要があるというのが現状でございます。 

 右肩２８ページにお進みください。現状、こういったアクション・プランの中で、特に

乗換えの円滑化に関する取組については、先ほど来、ＭＮＰ、ｅＳＩＭをはじめＳＩＭロ

ック、非常に様々な課題が今後検討すべきものとして残されている状況でございます。こ

ういった点について、集中的かつ専門・技術的な検討を行っていく必要がございますので、

非常にホットなのですが、近々、新たに「スイッチング円滑化タスクフォース」と仮称し

てございますが、こういった乗換え、スイッチングを円滑化するための諸課題を検討して

いく場を設けさせていただくことを考えてございまして、主な検討課題にもございますけ

れども、先ほど来、御説明してございます課題について集中的に、来年の春頃をめどに取

りまとめていきたいと考えているところでございます。 

 こういったことを通じまして、総務省といたしましては、公正競争の促進を一層図って

いきたいと考えているところでございます。 

 大変長丁場で恐縮でございましたけれども、説明は以上になります。 

【田村委員長】  御説明ありがとうございました。最初のうち、音声がダブって聞きづ
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らい点もあったかもしれませんけれども、委員の皆様、ただいまの御説明に関しまして御

質問等がございましたら、御発言をお願いいたします。チャットで「発言希望」と打って

いただきたいと思います。 

 荒川委員、どうぞ。 

【荒川委員長代理】  資料の３ページで、データ容量、月２ギガ、５ギガが、諸外国は

みんな、２０１４年からぐっと一気に下がった理由と、なぜ日本はそのときに下がらなか

ったか。それから、月２０ギガの場合は、どうして、そこで下がらないで全体的に一定な

のかを教えていただきたいのですけれども。 

【大内企画官】  ありがとうございます。因果関係を証明するというのは、正直、なか

なか難しいところがございますが、先ほど、日本の料金プランの分布みたいなものをお示

しさせていただきましたけれども、やはり低容量、もしくは中容量であるほど、ＭＶＮＯ

の活躍する余地が大きいということで、そういう意味では、ＭＶＮＯを中心とした競争が

働きやすい環境にあると言えるとは思います。 

 そういった観点から見た場合、例えば２ギガや５ギガというところで料金が下がってき

たのは、ＭＶＮＯを含めた多様な事業者がそれぞれの国、都市において出てくることによ

って競争が働いて、その結果、プロットしているのはシェア１位の事業者でございますけ

れども、競争の圧力の中で自社の料金を下げてきたということが言えるのかなと思います。 

 一方で、右側の２０ギガのところは、先ほど来、申し上げておりますが、どうしても、

これだけ容量が多いと、それなりの設備を持って、しっかりと信頼性のあるサービスを提

供しなければいけないということで、どうしてもＭＮＯによるサービスが先行してござい

ますし、ＭＶＮＯのほうも、容量を使えば使うほど、それによる接続料などが高くなると

いう宿命にありますので、どうしてもＭＮＯの大手事業者中心のサービス展開というふう

になりがちなところがございまして、こういったことが直接の因果関係があるとは申し上

げませんけれども、どうしても、市場やサービスの品質によって、競争の性質や成り立ち

方が非常に異なってくることも考え合わせながら、こういった料金の推移を見ていく必要

があるのかなと考えております。 

【荒川委員長代理】  分かりました。では、２ギガと５ギガで日本はそれほど下がらな

かったのは、ＭＶＮＯが余り活発でなかったのか、活発なのに日本のＭＮＯは下げなかっ

たのか、どちらなのでしょうか。 

【大内企画官】  ＭＶＮＯなのか、ＭＮＯなのかと申し上げるのは、なかなか難しいの
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ですが、世の中的によく言われていますのは、例えばフランスやドイツなど、そういった

ところでは、ＭＮＯのほうで、例えば第４の事業者が入ってくることによってＭＮＯ間の

競争が活性化されて、それによって料金が、大きく下がってきたということを直接的なき

っかけとして指摘する声もございます。ただ、それが本当かどうかというところは、よく

よく検証しなければいけないのですけれども。 

 ただそれだけではなく、やはりＭＶＮＯの存在を我々は考えなければいけませんので、

ＭＮＯ市場、ＭＶＮＯ市場、それぞれ、各国の状況をよく見た上で、学ぶべき点があるの

であれば、我々も参考にしていく必要があるのかなとは思います。 

【荒川委員長代理】  ありがとうございました。 

【田村委員長】  それでは、小塚委員と三尾委員からも質問があるようですので、まず、

小塚委員からどうぞ。 

【小塚委員】  小塚です。今日はいろいろ教えていただきまして、ありがとうございま

した。 

 ２つ質問があるのですが、１つ目は、今、荒川先生がお聞きになったこととも重なって

いますので、事後的に資料をいただくということでも結構ですが、各国の市場の構造がど

う違うのかという点についてイメージをいただければと思いました。具体的には、ＭＮＯ

の数が日本の場合の３社プラス１というのが他国と比べて多いのか少ないのかということ

と、それから、ＭＶＮＯのシェアは１０％強ということですけれども、これが他国と比べ

て多いのか少ないのかということです。 

 それから、２つ目ですが、ＭＶＮＯの場合、ＭＮＯと接続、あるいは卸取引をすること

になりますが、取引ですので、基本的には、やはり双方に利益があるウィン・ウィンでな

いと前に進まないと思うのですね。卸取引はそうですし、接続取引の場合はもちろん、制

度上は、いわゆる独占的な地位に着目して強制的に接続させることでありますけれども、

ＭＮＯ側の新しい投資ということを考えると、何らかのメリットがＭＮＯ側にもないと制

度として回っていかない。そういうことで、ＭＶＮＯが競争相手として出てくる中で、双

方にどんなメリットがあって、そのサービスが低廉化しつつ進化するというシナリオを書

いておられるのか、その辺りを御説明いただけますでしょうか。 

 以上、２点です。 

【大内企画官】  ありがとうございます。小塚先生、御無沙汰してございます。 

 まず１点目の各国のＭＮＯの数やＭＶＮＯのシェアについては、可能な範囲でお調べを
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して、後でお伝えさせていただきたいと思います。 

 ２点目については、おっしゃるとおり、これは事業者間の取引でございます。特に卸に

ついては事業者間協議で基本的には委ねられているものでございますので、双方ウィン・

ウィンでなければ、もちろん、成立しないものでございます。 

 各ＭＮＯがどういった戦略の下で卸協定を結んでいるかということについて一概に述べ

ることは難しいかと思いますけれども、一般論で申し上げますと、やはり与えられた帯域

ですとか、そういったものをどうやって有効活用して最大限利益を上げていくか、もしく

は多様なサービスを展開していくかというときに、自らの、例えばマス向けに販売してい

るようなＭＮＯがなかなか届きにくい法人のユーザーですとか、もしかすると、別のニー

ズを持っていらっしゃる方にきめ細やかな対応をしたいと考えるのであれば、そういった

新しいニーズに対応するために卸契約を通じて別の電気通信事業者に代わりに販売しても

らうなど、もしくは、そちらのほうで顧客を獲得していただくといったことが恐らく考え

られるだろうと思いますし、そういうことになれば、有限希少なリソースをしっかり事業

者間で分け合って全体としての利用者が増えていくと。もしくは、サービスについても競

争が進んでいくという意味でのウィン・ウィンは成立し得るのだろうと思いますので、こ

ういった意味でも多様なサービスをＭＶＮＯが実現したいのだと、そのために卸料金の適

正化が必要だということであれば、我々としても、それを後押しするための環境整備をし

ていく必要があるんでしょうし、そういった取組をこれまで進めてきたということでござ

います。 

【小塚委員】  ありがとうございました。 

【田村委員長】  それでは、三尾委員、どうぞ。 

【三尾委員】  三尾でございます。データ容量の件についてお伺いしたいのですが、現

状を考えますと、テレビ番組の動画配信なんかも始まったりしまして、やはりデータ容量

が大容量になっていくことが必須かと思うのです。それで、今現在、５ギガであれば足り

なくて、今後、２０ギガ、３０ギガなど、そのぐらい、やはり必要なのではないかなと思

うのですけれども、大容量のデータ容量について、どのぐらいの容量が一番適正といいま

すか、ベストと考えておられるのかということと、それから、大容量の場合の価格ですが、

ＭＮＯもＭＶＮＯも両方なのですが、今後の適正価格をどのように考えていけばいいのか

という点についてお伺いしたいと思います。 

【大内企画官】  ありがとうございます。まず、容量については、一般論になってしま
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いますけれども、まさに新型コロナウイルス感染症の中で、様々な形で、遠隔教育、遠隔

医療、また、授業、仕事もそうですけれども、非常にオンラインが進んできていますので、

そういった意味でもデータに対するニーズは非常に高まっていると思いますし、今後、ま

すます大容量化に対するニーズは高まっていくと思います。 

 ただ、現時点で、どのぐらいのデータ容量が最も利用者の方のニーズに合っているのか

という観点からの御質問だとしますと、それは、やはり、まちまちといいますか、利用さ

れる方々のニーズに応じて様々なものがあろうかと思いますので、そこを総務省として、

このぐらいのデータ容量が望ましいのではないかみたいなことを申し上げるのは、正直、

なかなか難しいかなと思います。 

 ただ、一般論として言うと、２０ギガ以上の、いわゆる大容量と言われるもののサービ

スに対するニーズは高まっていると思いますし、比率で言っても４割、５割ぐらいになっ

ているのかなと思いますので、そういった意味でも、昔に比べれば、大分、大容量化とい

う傾向は見られるのかなと考えてございます。 

 その上で、では、そこにおいてどういった価格が適当かということですが、これも、基

本的には価格に対する直接の決定権は、我々はございませんので、あくまで、適切な市場

競争、公正競争を通じて低廉化が図られていくことを期待するのが我々のスタンスではご

ざいますが、先ほど来申し上げておりますけれども、どうしても、これまで７,０００円、

８,０００円台ということで、どちらかというとＭＮＯ中心の料金プランであったところ

に、今回、サブブランドでの新たな料金プランの提示であったり、楽天のサービスが今後、

さらにエリア展開が進んでいけば、競争軸としての存在感もさらに増していくと思います

ので、そういった意味では大容量プランの領域においても、今後、競争がどんどん進んで

いくことによって、全体的には低廉化に向けた動きが加速化するのではないだろうかと期

待しているというのが現状です。 

【三尾委員】  ありがとうございます。個人的にはNetflixなんかを使って動画を見てお

りまして、そうすると、やはり１０ギガだとやや足りなくて、２０ギガは要るかなという

感じがあるのですけれども、完全に消費者的な観点からですが、やはり２０ギガ、３０ギ

ガぐらいのレベル感のプランが今、非常に貧弱でして、なかなか価格も高めかなというと

ころがあるので、今後、そちらのほうのプランについて、一応、総務省としては、うまく

価格設定など消費者ニーズに合うような形で業者さんに対してアドバイスしていただけれ

ば、消費者としてはありがたいかなという気はしております。 
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【大内企画官】  貴重な御意見として承りましたので、我々も一層、そういったことに

取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。 

【田村委員長】  三尾先生、よろしいでしょうか。 

【三尾委員】  はい。ありがとうございました。 

【田村委員長】  ほかの委員の方は、特に御質問はないということでよろしいでしょう

か。 

 政策の問題ですので、恐らく、委員の方々、それぞれ、たくさん御意見がおありかなと

は思いますが、時間の関係もありますので、議題１につきましては、この程度にさせてい

ただきたいと思います。 

 大内企画官におかれましては、本日は、お忙しい中、誠にありがとうございました。御

退出いただいて結構でございます。 

【大内企画官】  大変ありがとうございました。引き続き、よろしくお願い申し上げま

す。失礼いたします。 

（大内料金サービス課企画官 退出） 

(3)議題２：電気通信紛争処理マニュアルの改訂【公開】 

【田村委員長】  続きまして、議題２でございますが、電気通信紛争処理マニュアルの

改訂でございます。事務局から説明をお願いします。 

【茅野上席調査専門官】  事務局でございます。それでは、資料２０７－２でございま

す。電気通信紛争処理マニュアルの改訂について御説明させていただきます。 

 概要ということですけれども、これが現行版でございます。このぐらいの厚さのマニュ

アルで、電気通信紛争処理委員会と書いてございます。 

 まず、マニュアルですけれども、円滑な紛争解決の一助ということで、制度の手続の解

説が載ってございます。当委員会で完結するあっせん、仲裁だけではなくて、規制当局が

中心で進められる裁定や業務改善命令等、その辺も結構詳しく載っていまして、規制当局

でも、実は、これをよく見ているというものでございます。 

 それから、紛争処理事例も載せてございます。ただ、事業者名については、了解をいた

だけないところにつきましては、Ａ社とかＢ社とか、非公開で載っているというものでご

ざいます。 

 このマニュアルですけれども、平成１３年度に第１版ということで、現在、第１４版な

のですけれども、前回改訂から３年たちまして、その間、紛争処理の紛争案件もございま
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した。それから、委員・特別委員の改選もございました。法令の改正もございましたので、

それを反映させていこうということでございます。その他関係資料の現行化も行いたいと

いうことでございます。 

 主な改訂内容でございます。紛争処理事例として、平成３０年のあっせん、それから、

先般御議論いただきました、総務大臣からの諮問に対する審議・答申、音声卸役務の提供

に関する裁定の件でございます。こちらを掲載させていただきたいということでございま

す。 

 それから、その他関係資料の現行化ということで、名簿や委員会活動状況の更新ととも

に掲載法令の現行化とございます。あっせんと仲裁の申請書は当委員会の手続規則という

総務省令がございます。こちらに様式を掲載してございまして、今のところ、押印が必要

となってございます。この押印を廃止するという省令改正を行ってございます。実は１９日、

官報掲載させていただきまして、１２月１日からそれが施行されることになってございま

す。それを掲載させていただいたり、また、先般、委員会決定ということでお決めいただ

きましたＷｅｂ出席の留意点等をまとめた委員会決定も載せていきたいということでござ

います。 

 ３番、マニュアルの活用方法でございます。相談者から、くださいという話があれば、

広く配布したり、あるいはホームページにおいても公開して、広く周知・活用していくと

いうものでございます。 

 今後のスケジュールでございます。今後、１２月頃までに、事務局から各委員、特別委

員の先生方にメールで個別に確認させていただきます。それで確定させていただければと

思います。その後、校正作業、あるいは印刷製本作業、この辺を経まして、年度内に改訂

版を公開・発行させていただければと考えてございます。 

 御説明は以上でございます。 

【田村委員長】  ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、委員の皆

様から質問等がございましたら、御発言をお願いいたします。 

 チャットには、特にお知らせはないようですが、御質問は特にないということでよろし

いでしょうか。 

 それでは、杉山委員、どうぞ。 

【杉山特別委員】  杉山です。申請書の押印の件ですけれども、今回廃止ということで

すけれども、申請書そのものは郵送、要するに、紙で提出ということになるんでしょうか。
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それとも、今後、例えば電子メール等、オンラインも含めて提出を御検討なのか、今規則

等が手元にございませんので、お教えいただければと思います。 

【茅野上席調査専門官】  事務局でございます。当方だけではなくて、実は、政府全体

として押印を廃止するとともに、それを手で持ってきたり郵送するだけではなくて、オン

ラインで提出できるようにするという取組を進めてございます。ただ、現状、それを電子

メールで提出することを許容しているかということですけれども、そこはまだ、今、許容

はできていないのかなと考えております。 

 ただ、それも認めるという方向で、例えば本人確認の方法を一体どういうふうに担保す

るのかといったところを、今後、整理していくのかなと考えております。この辺は、また

先生方に御相談させていただければと思っております。 

【杉山特別委員】  ありがとうございました。 

【田村委員長】  ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 特にないようですので、質疑については以上にさせていただきます。 

 先ほど、事務局から今後のスケジュールについて説明がありましたけれども、後日、事

務局のほうから、メールで、再度、内容の確認がありますので、委員の皆様にはよろしく

お願いしたいと思います。 

 そういった手順を踏むことを前提にいたしまして、最終的には委員長に一任ということ

にさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。何か意見のある方は、チャット

でお知らせください。特に意見はないと、委員長一任でいいという方は、そのまましばら

くお待ちください。 

 チャットで特に意見はないということのようですので、大変申し訳ないですが、委員長

一任とさせていただきます。 

 以上で議題は終了となります。傍聴者の皆様は、恐縮ですが、御退出となります。 

（傍聴者退出） 

(4)閉会【非公開】 


